


参考3－1．1CGFlで比較した殺菌技術、殺虫技術  

：化学薬品によって燻蒸し害虫を駆除する方法。主な薬剤として臭化   ・ガス  
メチル★が挙げられる。  

・ 雰囲気制御：貯蔵施設の空気の大部分を他のガス（二酸化炭素等）に置換して害虫を死亡させ   

る処理方法。  

低温に維持することにより、害虫の増殖を抑制あるいは害虫を駆除す   
る方法。寒冷地では、低コストで防虫する方法として穀類貯蔵施設に夜間の冷気を貯蔵物へ導   

入する方法がとられているところもある。コクゾウムシやココクゾウムシの次世代の発生抑制な   

どに用いられる。  

・ 熱処理（蒸気／熟／加熱空気）／缶詰：加熱により殺菌する方法。加熱方法として湿熱処理と   

乾熱処理がある。前者の方が殺菌効果が高い。（湿熱処理では120℃前後で数分から数十分、   
乾熱処理では180℃でも数時間を要する。）穀類等に用いられるほか、マンゴーや柑橘類等の   

害虫駆除に用いられている。木製品の害虫駆除や動物用飼料の殺菌にも用いられる。  

・ ケイ藻土処理：ケイ藻土を主体とする不活性粉剤を用い、昆虫の体表からワックス層をはがし   

乾燥を引き起こすことにより死亡させる害虫駆除方法。  

＊：臭化メチルは、オゾン層破壊物質のため、検疫等の一部を除き2005年以降全面的に使用禁止の方向。代替の薬剤と   

してホスフィン類が挙げられているが、耐性を有する生物が出現する可能性があるとされている。   

【参考】農林水産研究文献解題，No．25流通利用技術（平成13年3月）等  

参考3－2．1CGFlによる比較における対象食品等と処理目的  

対象食品等   処理目的、前提条件等   

果実、野菜及び生鮮園芸作   有害微生物・害虫の制御、短期間の腐敗の防止   
物  

穀物、香辛料及び  

その他乾燥食品   
貯蔵時の有害微生物・害虫による損失及び微生物の制御   

微生物の制御、短期間における腐敗の防止。  

ただし、これらの食品はGMP（適正製造規範）に基づいて  

肉、鳥肉及び魚介類  製造されるべき。  

（貯蔵寿命を安全に延長するためには冷蔵、冷凍あるいは  

缶詰が有効）   

非食用農産品一装飾用園  

芸晶、動物用飼料、木製品、  
装飾物、繊維製晶   

【参考】ICGFI．“IrradiationandTradeinFoodandAgricultura）Products，”1998  
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参考3－3．ICGRによる食品照射と他の処理技術との比較（1）  

照 射   ガスt慕処理／化羊処層   雰囲気欄欄   冷▲（冷ま・低量）  熱処理（慕気・熱・加熱空  ／  ケイ井土   
気）缶鰭  

基1  ・広い応用範鴨   【ガス♯纂処覆】   ・よ期貯暮可触な作鞠にiする  ・温帯で収穫される作畿に■  ・作1削＝よってI士■用可龍  

・熱欝作廿には鴨に■用で  
能である机暮島内鬱に散在ナる  ある   ・桝作鞠は鮭呈に牡婁なも  ●きるがけモー命が簸くなる  

田 井  tポl■期間を牡よできる■含も  のあり   可能性あり  
及   ・翔気割●処tや照射と鶴  ・缶鯵は一般的に行われ、  
ぴ 生   ・照射などと輸み合わせて■用  
日  することも可能   れ寧  が、向丘t儀は下がる  

t■   ・檜轟は貯t期間を大さく竃  

●書t暮可暮   長セきるが儀檜Jこf書   

霊セ  ・広い切での書生のIl■  【ガス燻＃処t】   ・餉に■用可能であるが、処  ・★檜が遇虚な■断で遍用可  ・地理は低畢処理に比べ  ・古いナイキ土＃晶には  
鳥句  ・広い榔の書虫の網■に勉よl匂  tに■日力、かろ   t  早い   用に闇■あり  
書  ・新しいサイ暮土■晶は  

紳殺虫れが優用される   ・貯暮施設での銅中に嘉するが  ・他生気の吹き込みはよい  ほこりが出るなどの間糧  
辛 料 及  がほとんどない  

■生■に大貴有力  バクテリア巾鞠に用いられる  ・処理にI土縛間が必事  

・姐ナる手での貯t、  

遭  
ぴ モ   け義に■ナる  

・暮晶l土鋤暮が縛鏡ナるがしばしば  ・貯暮t鰹に付加傷t  

用 艶  
♯■地理がなされる．   を与える  

匪  【化筆触t】   ・卿禿りあるいは小売りにおい  ・全ての覆すに■用可麟  
口  ・広くホ織機で稟用化され  
肉  柵暮1謙る洗浄はサルモネうーの  ・■生払の成■＃鋼が可能  ている  
及   ■■に雫劫  ・汚鎗鞠は片去しない  ・生塵晶を大きく嚢化させる  
ぴ ▲  ・傷櫓Iこ鬱書を与える  

介  ・印期間を托ばすものではない  ・缶鰊Iま最も▲い貯t法  
■   

・丁二 1ト  ・全ての覆■に暮用可能   【ガスヰ■処覆】   ・丘史的l＝き義用t■碁晶に用い  ・■碁晶への壬用の可能性あ  ・集気及び乾♯触礫は禾  

・て▲  ・動物用鋼線lこ■しており、ホ暮的  ・広い聴力の書虫の憫■に有効  られているが、処書に数週間  り   を暮する   
製品に使用  

・′ ≠ こ  ・★事の井の不着性化   ニホスフィンと▲化メチルが用いられ    ・低ま処理は小さなものに暮  ・l■霧島への暮用の可能性         ている  ・この生塵晶欝には一般には用  用可艦  あり  

・エチレンオキサイドを用いた殺虫剤  二  ・集気書陣は勤鞠用＃♯に  

三 
が疇々用いられる  

・井晶は勤1が捧織ナるがしばしば  
使用   

複数匝処理がなされる虫によって  
．  

はホスフィンに耐性を持つものが  
いる   

【参考】ICGR．“Ir招dj戯Onar山丁帽deinF∝鵬andAgh仙仙洞】Produ⊂b．■1998  

参考3－4．ICG口による食品照射と他の処理技術との比較（2）  

照 射   ガス几蒸処理／化学処理   ＃艶気割蝉   冷t（冷凛・低1）  熱処理（蒸気・熱・加熱    ケイ集土   
空気）／缶枯  

・遭♯霹内での簡甘はない  ・通♯、厚内での間葛なし  ・逼＃、閣内での向且な  
・さらなる中内及び榛疫に爛する  

壬よ  ・申際的に鰹可されている  【ガス廿薫処理】           蓬… 壬  療での馳可あり  ・缶鋳以外は検疫にIl  

及  ・臭化メチル使用は東くなる方向  する紘可が必書  

び 生   
・他の化学処可は好まれないこと  
がある  

■  ・新たな鰹可取得が難しい   

・通♯闘せはない   ・間瑠はない   ・間癌なし   ・通♯、問題なし  

紘可が必雷   乾  ・薗際的に杜可されている  【ガス♯薫処書】           ♯ 関  痩の訟可が必手であろう  検疫の認可が必暮であ  

輝  ■よ化メチル及びエチレンオキサ  ろう   雷  
イドの使用lまホくなる方向  丑  

ぴ  ・搾触殺虫網は好まれないことが  

規 朋  
ある  

・新たな匪可取得が難しい  
上  ・通♯間雇はなし†  ・遺♯問題はない  

口  ・生き晶によってはこの  
内 及  方法しか使えない地域  

がある  

ぴ ▲ 介   

品物非  ・榛度所からの推義でしばしば使  【ガス≠蒸処耳】   ・検疫に用いないのであれ  ・検疫には認可は必事  ・桟疫には認可は必書  
用量 銅用  ・ホスフィンについては広く国内  
料▲  での級可が製品の貯▲対して  

三・  
なされている．♯痩についても  
限られた厚で認可されtいる．  

十 ■  ・よ叱メチル及びエチレンオキサ  
イドの任用は女くなる方向  

・捷触投動抑事好まれないことが  
ある  

★晶  ・新たな認可の取得が難しい   

【参考】ICG円．”Imdi8日0nandT帽deinFood8ndAgH仙伽帽け代ducb，■1998   



参考3－5．ICGRによる食品照射と他の処理技術との比較（3）  

照 射   ガス燻嘉処理／化学処理   雰用気制御   冷土（冷ま・低濃）  熱処理（蒸気・熟・加熱  ）／  ケイ藩士   
空気缶憶  

作果   ・■位作物あたりの⊃ストは低  【ガス燻蒸処理】   ・単位作物あたりのコストは  ・■位作物あたりゐコスト  ・単位作物あたりのコス  
鞠弔                い   ・ヰ位作物あたりのコストは低い  中程度   は中からホ   トは中から纂  

野 1  ・投傭投資は高い   ■近代的な化学処理投♯lこは蔦  ・貯覿施投の投棄コストが  ・機霧のコストには疇があ  ・機薯のコストが大きい  
及  ・地域によっては出荷時欄（幸  い投資が必羊   大きい   る   ・小規模の缶詰処理は  
ぴ 生   中程度にコスト蔦  

鷹  
・缶話にするとヰ送コス  

壬   トがヰす  

艶魚   ・幡がある   ・その地域が寒冷か熱帯  ・その地域が暮冷か熟  ・古いケイ濃土最品は  
■■  ・霊位作物あたりのコストは催い  ・CO之⊃ストや貯蔵施捜の  でない限り．かなりのコ  譜でない限り、かなり  晶暮劣化があるが、  

・三・ナ   ・近代的なI■蒸処理投♯には蔦  立地等の条件に依存  スト古．この場合、低温  のコスト高．   新しい製品はそれほ  

科  ・迅速処理が可能で輸送にある  い投資が必璽  の方が多少安い   ・熱処理はエネルギー  どではない  

丑 ぴ  ・典化メチルのコストは壇加  が必要   ・コストは低い  

＝I  
・収穫後用いられ、モ  

そ の 他   の後の処理を減ずる  
ス  

ト  卑  ・ヰ位作物あたりのコストは低  ・中程度のコスト  りト規襖の缶詰機農虻  
い  ・機曇の使用料に依存するが照  ■包装コストを増す  中程度のコスト  

・高い投書投資は大きな問鶴で   ・暮位作物あたりのコス  
ぴ  ・塩素処理は相対的に安い  トは低い  

▲ 介  ・■送コストは増大する  
が腐敗による損失は  
免れる  

晶芸非  ・燻蒸処理と同等のコスト  【ガス燻蒸処理】   ・地域によリIlがある  ・処理によっては生産品が  ・処理によっては生産  

■多目的の酪射装置による低コ  ・単位作物あたりのコストは低い  ・貯蔵あるいはI敵送コストに  ま化して価牡が増す場  品がま化して優鐘が  

スト化は実現可能   ・近代的な燻蒸処理役備には高  合があり、判断が困難  増すヰ含があり、判  

い投書が必辛   断が困難   

【参考】ICGF7，▲IrradjationandTradeinFoodandAgricuIturaJProducts，”1998  

参考3－6．ICGRによる食品照射と他の処理技術との比較（4）  

照 射   ガス燻兼処理／化学処理   雰囲気鋼神   冷■（冷凍・低温）  熱処理（蒸気・熱・加熱  空気）／缶  ケイ集土   
詰  

・エネルギー満蒙は大  ・エネルギー消費は大  
l■果 雲集   ・臭化メチルはオゾン書破壌物  ・輸送中の低温維持はコ  
臨  スト増  

及  ・他の燻蒸物責も環♯影書が懸  
ぴ  

・ヰ境に連合する冷媒が  

生  念される  必賽   

脆 燥  ・照射嚢正による環境彰書は低 い  【ガス≠蒸処理】   
・環境影響へのリスクはな  ・新しいケイ集土製晶  

・好まれない  い   ・寿冷気撲では好まれる  についてI土同痛がな  

王室  
料  るは見直しの方向  ・古いケイ纂土ではダ  
及  
ぴ  ・臭化メチル、エチレンオキサイ  ストが発生し、撫養に  

ド、ホスフィンに関する粧念あ  ダメージを与え、作暮  

覆 墟 に  り   ■のt轟に影書する   

『  ・照射装置による環境影響は低  【化学処理】   ・なし  ・なし。  
る  い  ・塩素の過度の使用についての  ・エネルギーと水を消   

甘   ・エネルギー消費も小さい  暮する  
ぴ  ・他の化学物羊が問題となる可  
魚  
介  能性あり  

・水の使用量が増す  

晶芸非   ・照射装覆による環境影響は佐  【ガス燻蒸処理】   ・エネルギー消暮が大きい  ・エネルギー消書が大き  ・エネルギー消tが大  
い  ・ホスフィンは広く国内及び世界  い他に課焉はない  きい他に課窟はない   

・エネルギー消費も小さい   的な認可ある  
・臭化メチルとエチレンオキサイ  
ドはなくなる方向  

・殺虫剤の使用は好まれない。   

【参考】ICGFl，叫IrradiationandTradeinFoodandAgriculturalProducts，”1998  
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参考3－7．ICG円による食品照射と他の処理技術との比較（5）  

伸上射   ガス■薫処理／化学処理  ＃匪気欄＃   冷t（冷凛・艦1）  熱処ず（蒸気・熱t加 ／  ケイ濃土   
熟空気）缶鈷  

■t   ・瀦暮書の愛書性は■い  ・漬貴著の受容性はたい  ・綱貴書わ貴書性は  
へん高い   高い 

・ホ示暮様なし   ・缶鰭に対する嶋好に  
はIlがある  蔓稟 嘉壷 及  

ぴ 生  
■   

他敵   ・井伊気憫沖プロセスの受  ・漬暮著がこのプロセス  ・漬暮春がこの方法を  
知っていれlま、新し   

円  ・璃暮讐にlま好まれない．  
吐■ ■、   ば、より好まれる  いケイ暮土塵品は受  

・加工暮書から仕残平を押倒  
け入れ可能と書えら  

する事求が増大   
れる  

書 の 性  

向   

『  ・艦允されている地域では貴  【化攣処理】   ・纂■櫓の小売ホ晶のみに  ・さl貴著の好みはまち  

■  審性は轟い．   ・曇示されていないので、瀦責  用いられる  まちだが、缶l酎ま－  

肉 及  ・生蓉性は慕い  線的に安い  

・覚書分の損失が大  
ぴ   きい   

・化学処理は好まれない  

【参考】ICG円．uImdia厄Onand¶adeinF00dandAg血MI山ralPr鵬uds′－1努8  

参考3－8．オーストラリア・ニュージーランド食品規格におけるハーブ・スパイス類  

の照射に係るドラフトアセスメントで行われた便益とコストの影響分析  

実証された技術的食品安全のニーズが示される食品規格の第4条に  

暮聖書君倉庶された条件とは、線t、班された帥のための  
瀾貴著   塵 政府   

・照射により密会なハーブ・スパイス■書手にナるこ   ・このオプションは、・処三■捜1■の■網腱さ■すもの   」■■靂If●島中金蔓コニントロ・－ルナ■る；■  

雌．本申請の科学的な絆すは、示された目  ・通蔓飽で 

暮隻t的にも】診■がない 

り婁全せ隻   
、清潔かつ安全な技術で食品の無道ができ  血幽を、一度に、l野存の手段が儒  

的のこれら暮島へ血書射は＿正為であ   る   止されていく中で得ることができる．  
．   ・これらの食品の照射をt可Lでいる他の■との血判が1訂  ・このうち、検疫のための義一ヽ■暮lこつい  

るが、 ではそれ  げる．   利用可能．   便  
益  ・このオプションによって、曇磨が公女1■生  

■■・Lた食品婁●わ】■舎＿さ嘉ポムるので∬●書  と曹金の冒■多義慮L■けることがセき  

墨．また、消費者に対してはこの技術が  

・このオプションに従えば、繰tや特定の条件が示さ 適切に規倒されていることを高いレベル  
れることによ・り、欄暮春に恥、レベルで管理された  で保証することができる．   

照射を提供できる  

・t小上最大の♯暮を集件に入れることば、韻書着  ・商業機密の提出デ丁タによると、これら●晶の■お虚他の  ・検疫月的のt小繕1の決定は検疫の当  
にとってのコストを追加することにはならない．繊t  いくつかの鶴】■】著1断上りコストが庇い。例えば、エチレンオ  局に依僻するため、コストと時間がかか  
を増やせばコストが農道葉書や♯人糞着にかかる  キサイドや蒸気殺菌のため申輸送コストとほぼ同等．   

とするインセンチイブになる。   る。   ので、コストを抑えられるよう、線tを1小にしよう  ・量産■靂腫ラベルを変えることを壬求することになるので  ．■且め全会霹論化す畠行数躊ぬ止揚の     コストlこl抄■が拳じる。  
専全のレ 

卯」二′グのコストl土1旺い  

らば、さ景コストの力ヽ力ヽる食品欝お多■ぷかど弓かは＿そ  
・産集界はもし同じような効力のある技術が棟数存在するな   

コ  ■せ象血いと■点へIDせ甘露生ミニとになるの・ぜ＿  
の義教のさt判断t‾よる   ・検疫の当局に検疫のリスク及び防疫の   

ス  こ九らの食品手■択Lない鐘創＝なる．  ● ・包蔵して照射する場合の包装材はポリプロビレン以外は  適切寧レベルについて評価するためのコ   

ト  間超なし。また、ガラスは脱色される。  ストは輸入するのと同様。  
・範燻し、脱水されているか表面が乾燥しているので包装材  
との反応はt小限になる。包蔵材のコストはそれほど大き  
なものではない．  

・このオプションは条件付き許可であるが、制約があると考  
えるかもしれない．ここでめ生線は義正鐘轟と暮色性が九  
るもので．このコストヘめIE■は小きい．  



参考3－9．埴物検疫措置に関する国際基準と放射線照射  
1．国際植物防疫条約（lntemationalPlantProtectionConventionこIPPC）  

植物の病青虫に対する防除並びにまん延の防止、特に国境を越えての侵入の防止に関する  
国及び国際間の活動を促進調整することを目的として1951年に締結された国際条約。  

なお、肝PC事務局は、FAOに設置されている。  
FAO総会、IPPCの下に設立された植物検疫措置に関する暫定委負会又は植物検疫措置  
に関する委員会（CPM）では、「植物検疫措置に関する国際基準（lntemationalStandardsfor  
Ph沖〉閑n托aけMea礼帽S：lSPMs）」として、2006年現在で24の基準を採択している。  

2．植物検疫措置としての放射線照射の使用のための指針   
（lSPM No18‥Guide［inesfortheuse．ofirradiationasaphytosanhrymea＄ure）  
2003年4月にローマで開催された、植物検疫措置に関する暫定委員会において承認された。  

規制有害動植物あるいは物品に対する植物検疫処理としての電離放射線の適用に関する  

特定の手順について技術的な手引きを提供する。  
（放射線照射は国際的に認められた植物検疫措置のひとつである。  
ただし、この基準は」食品への照射の適用を含む他の国際協定または国内法規のもとで  
締約国の権利または義務に影響を与えないとの但し書きがされている。）  

3・悪鬼諾箭悪品普£建浮恕8豊舅hryandPhytosanhryMeasures‥駈植  
この3条には、措置の国際基準との調和がうたわれており、国際基準としては以下のものが該当する。  

＊人の生命と健康＝食品（M●X規格：コーデックス委員会）  
女婿吻の生命と思嶺二凝細密産（Ⅰ声PG：露澤海物紡褒条約箪謬糞）  

＊動物の生命と健康＝動物衛生（OIE：国際獣疫事務局）   

参考：  

農林水産省、植物防疫所：地物検疫措置に関する国際基準：馳‘地類IPPC：hRp：〟ww．ippc．intr［PPIEn／defa此jsp  

参考3－10．世界貿易機関（WTO）とSPS協定とTBT協定  

。SPS協定（衛生と植物防疫措置に関する協定）  
mO加盟国の衛生と植物防疫措置は：  

第2．2項   
充分な科学的根拠に立脚していなければならない  

第3．1項   
もし国際規格が存在するならば、それに基づいていなければならない  

第3，3項   
もし科学的に正当と証明できるか、リスクアセスメントによって適当と   
判断されれば、国際規格や勧告によるよりも高レベルの保護を   
もたらす衛生・植物防疫措置を用いることができる   

・T臣下協定（貿易上の技術的障壁に関する協定）   

SPS協定でカバーされていない局面すべてをカバー   

技術的要求を貿易障壁として使うことを防止  

参考：山田友紀子 国際食品規格と食品照射 食品照射36、33－37（2001）   



参考3－11．香辛料の菌数（1gあたり10万虐から100万盾の薗で汚染されているものもある）  
畠 

ブラックペッパー   

ブラック人ミグバー   

ホワイIペッパー   

ホワイトペッパー  

ローズマリー  

オレガノ  

サフラン  

ガーリック  

バジル  

タイム  

マジざラム  

セージ   

オール′ス′くイス  

シナモン  

バセ，  

ジンジャー  

ナツメグダ  

フェンネル  

藍地  一般生蕾数（／山  根生井数（／t）  大鵬群  

インド  2．1×10（7）  1．4×10（5）   力
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丁．7×10（8）   

之．1×10（4）   

2．4XlO（2）   

9．aXlO（2）   

4．4Xl■0（4）   

8．4XlO（3）   

1．3×10（3）   

2．8×10（5）   

4．5×10（6）  

0  

80  

0   

1．きX10（4）  

760  

900   

2．OXlO（・5）   

4．5×10（さ）   

1．5×10（5）   

2．8×10（4）  

0  

0  

20  

0  

†レーーシア  

マレーシア   

インドネシア   

アルバニア  

フランス  

スペイン  

中F  

フランス  8．7×10（8）  

エジプト  2．2×10（5）  

トルコ  1．9×10（4）   

ジャマイカ  5．5×10（5）  

ベトナム  1‘7×10（3）  

アメリカ  9，4・×10（2）  

中田  1，2×10（3）   

インドネシア  1．2XlO（4） 1．7×10（4）  

インド  4．3×10（3）  1．5XlO（2）  

参考3－12．香辛料の放射線殺菌  

・香辛料の汚染菌数（例）  
10ユ  が 10T l01cFU′∫  

黒コショウ  醜  

ターメリック  酵  

′けリカ  

コリアンダー  極竪琴琴  

ナツメグ  現琴  

10a  106 10T lO■・cFU／■  
微生物数の分布  

句5 放j付甘闊射された自胡牡  
脚供】8手景子力晰  肌：薗の個数（色ぬ叩欄叩血咽Unり  

＊耐熱性芽胞菌の殺菌：おおむね10kGyまでの照射で」  

検出限界以下に菌数を低減できる。  

有芽胞細菌の由C仙5〝婚卵ね血m（放射線耐性）など10kGy以上を必要とする場合もある。   

＊色調・香り成分などの変化は極めて少ない  

【出典】等々力節子「食品照射を巡る状況と課壌」原子力委員会放射線専門部会第3国賓料（2003）  

－68－  

l   





参考4－1」照射食品の安全性と栄養学的適格性  

一照射した食品の急性毒性、慢性毒性、発ガン性、遺伝毒性、細   
胞毒性、催奇形性、変異原性等はどうか。  

一照射した食品に生残する微生物による影響はどうか。  

一照射による微生物の突然変異はどうか。  

食品の栄養は照射によりどう変化するのか。  

扇麺、上記3つの観点を合わせて「健全性」と呼んでい与 
⊂  

【参考文献】WHO「照射食品の安全性と栄養適性」（1994年）  

古田雅一「照射食品の健全性JF円エ．209（‘12）．1069（200句，  
伊藤均コAERl－Review200ト029  

参考5－1．照射食品の検知技術  

ヨーロッパ標準法（CENstandards）とCodex棲準分析法  

方 法   分析対象食品   
ヨーロッパ標準法と  
しての採択年   としての採択年   

鶏肉（0．5）、豚肉（0．5）、牛肉（0．5）、ア拍●ト‘（0．3）、マンコ●   1’996、   2001  
ガスクロマトゲラフによる炭化水素測定         （0．3）、Jl●八■ィヤ（0．3）、カマンヘ■－ルチース●（0．5）   

2003改定   

2－アルキルシクロ7●タ／ン類の分析   鶏肉（0．5）、豚肉（1）、液体全卵（1）、如ンヘ●－ルチースて1）、サ   1996、   2001  
ケ（1）   2003改定   

骨の電子スピン共鳴（ESR）測定   鶏肉（0．5）、肉（0．5）、魚（マス）（0．5）、カエルの足（0．5）   1996   2001   

セルロースのESR測定   ′、－デリカ粉末（5）、ピスタチオわツの毅（2）、イチゴ（1．5）   
1996、  

2000改定   2001   

ケイ酸塩無機物の熟ルミネッセンス測定  ′lイ・入八■ィス類（6）、エビ（1），、具類一般（0二5）、生＃（1）及び   1 2001   

汀L）   乾煉野菜果物（8）、∧●レイショ（0．05）   2001改定   2003   

糖結晶のESR測定   乾燥八■ハーィァ（3）、乾換マンコや）、鱒煉イチシ●ク（3）   2001   2003   

光励起ルミネッセンス（PSL）   ′トデ■ス∧●ィス類（1ロ）、貝類（0．5）   2002   2003   

直接フィルター蛍光観察／プレート法によ る微生物測定（スクリーニング）  ハづ●・スJl●ィス類（5）   

2001   2003   

DNAコメットナッセイ（スクリーニング）   鶏肉（1）、豚肉（1）、植物細胞（1）   2001   2003   

uUGNB法（スクリーニング）   鶏肉   20P4  

注）スクリーニング：照射の有無の判別  括弧内の数字は、検出限界線量（焔y）  

【参考文献】等々力節子「照射食品の検知技術」FFIエ，209（12）′1060（2004）等  

一丁0－   





参考5－4．ガンマ線照射施設の立入管理（JAEA）  

非常口は、内部からのみ開扉可能なホテルロック、銘密からÅること放出東ない。  

参考5－5．ガンマ線照射施設運転に関わる安全システム   

●インターロックシステム  

・闘射圭内の人の立入状況（入室時安全スイッ勃  

■銀将状況と照射システムの状況  

・コンベア尊の状況  

・ブナ勅絢副職秋水位、水井など）  
・遮へい（照射妻屏や天井ハッチの開閉）など  

●警報システム（アラーム表示、警報、事業所内警報管理システム）  

●制御盤で集中管理（モニタカメラ併用）  

（JAEA）  

一了2－   



主な用語解説  

【ア行】  

アスペルギルス・フラバス群   

カビの一種。ノ4即eヱ甘∫ノ血∫〟卯〟∫（フラブスと表記される場合もある）。カ  

ビ毒（マイコトキシン）の一種であるアフラトキシンを産生する。  

アフラトキシン及びアフラトキシン産生能   

アフラトキシンは、カビ毒（マイコトキシン）の一種。熱帯から亜熱帯地  

域にかけて生息するアスペルギルス・フラバスJ即e∫裏ノ九∫〃βⅢ∫などの  

カビにより産生される。1960年に、イギリスで七面鳥の大量死した際の  

分析中に発見された。   

アフラトキシン産生能とは、カビがアフラトキシンを産生する能力のこと。  

アルキルシクロブタノン類   

脂質由来の放射線特異的分解生成物。2－ドデシルシクロブタノンなどが  

含まれる。  

アルデヒド・有機酸類   

アルデヒドは、アルデヒド基 －CHOをもつ化合物の総称。ホルムアルデヒ  

ド・アセトアルデヒドなど。－CHOで表される一価の基。酸化されてカルポ  

キシル基 －COOHになりやすい。有機酸は、酸の性質を示す有機化合物。カ  

ルポン酸・スルホン酸・フェノール類など。天然にあるのは酢酸・酪酸・彦  

酸（しゆうさん）・酒石酸・安息香酸など。  

安全文化   

安全文化とは「セイフテイ・カルチャー（SafetyCulture）の訳語である。  

「セイフテイ・カルチャー」とは、全てに優先して原子力プラントの安全の  

問題が、その重要性にふさわしい注意を集めることを確保する組織及び個人  

の特性と姿勢を集約したものである。  

遺伝毒性   

直接または間接的に遺伝子またはDNAに変化を与え、細胞または個体に  

遺伝的影響をもたらす性質。遺伝毒性は広義の意味で用いられる。変異原性  

や遺伝（子）毒性などの用語が用いられる場合もある。おもな指標としては、  

用1  
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DNA傷害、遺伝子突然変異、および染色体の構造並びに数的異常があり、  

これらを誘発する性質と定義付けることもできる。   

これらの異常が生殖細胞に起これば子孫に伝わるような傷害をもたらすで  

あろうし、体細胞に起これば発がんに結びつく可能性がある。  

インターロックシステム   

複数の動作プロセスをもつシステムにおいて、プロセス相互間の動作を調  

整し、あるプロセスが適正な状態にある場合にのみ他のプロセスが動作する  

よう制御する機構を有するシステム。  

エチレンオキサイド   

食品容器や医療器具の滅菌などのために用いられている薬剤。食品中に残  

留するとエチルクロロヒドリンなどの発がん性物質が生じるため、食品につ  

いては、わが国やEUでは使用を認められていない。  

【力行】  

ガス燻蒸／化学処理   

化学薬剤によって燻蒸し害虫・微生物を駆除する方法。薬剤の例としては  

エチレンオキサイドや臭化メチルがある。  

加熱処理   

加熱により殺菌する方法。加熱方法●として湿熱処理と乾熱処理があり、殺  

菌効果は前者の方が高い。湿熱処理では120℃前後で数分から数十分、乾  

熱処理では180℃でも数時間を要する。  

カンピロバクター   

主に食肉を介した食中毒が問題となっている。特徴としては、家畜、家禽  

類の腸管内に生息し、食肉（特に鶏肉）、臓器や飲料水を汚染する。乾燥にき  

わめて弱く、また、通常の加熱調理で死滅する。  

急性毒性   

動物などの個体に一回または短期間に複数回暴露した後、直ちに引き起こ  

される全身毒性。  

用2  
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気流式過熱蒸気殺菌   

加熱殺菌方法であり、高温の水蒸気を利用する方法。わが国において、香  

辛料において採用されている殺菌方法。過加熱蒸気殺菌、過熱水蒸気殺菌な  

どという言い方もある。  

原子力安全委員会   

昭和53年に、原子力基本法（日本の原子力に関する基本的な考え方を法  

制化したもの、1955年制定）等の一部改正が行われ、行政庁の行う安全  

規制を中立的、専門的に監視する機関として総理府（当時）に設置された。  

平成13年に、内閣府に移管された。   

所掌事務として、原子力の安全の確保のための規制の実施に関する事項等  

についての企画・審議・決定や、規制行政庁が行う原子力施設等の安全審査  

結果のダブルチェックなどを行う。  

原子力政策大綱   

原子力の研究、開発及び利用に関する施策の基本的考え方を明らかにし、  

各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子力行政  

に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進める上で相  

互理解が必要な国民各層に対する期待を示したものであり、2005年10  

月11日原子力委員会で決定された。同年10月14日、政府は同大綱を原  

子力政策に関する基本方針として尊重し、原子力の研究、開発及び利用を推  

進することを閣議決定した。  

国際原子力機関（IAEA）   

世界の平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献の促進増大と軍事転用さ  

れないための保障措置（原子力の平和利用を確保するため、核物質が核兵器  

その他の核爆発装置に転用されていないことを検認すること。）の実施を目的  

として1957年に設立された国連と連携協定を有する技術的国際機関。2  

005年2月における加盟国は138カ国。  

国際食品規格委員会（コーデックス委員会）   

消費者の健康の保護と食品の公正な貿易の確保を目的として、1963年  

に第1回総会が開催された。国際食品規格などを作成している。参加国は1  

73カ国1機関（欧州共同体）が加盟、27の部会と一つの特別部会からな  

る（2006年2月時点）。   

コーデックス委員会ホームページ http：／／www．codexalimentarius．net／  

用3  
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国際食品照射諮問グループ（ICGFI）   

国連食糧農業機関（FAO）、国際原子力機関（IAEA）及び世界保健  

機関（WHO）が共同で1984年に設立した。－主な役割は、（∋食品照射分  

野の世界的な進展について評価を行い、②FAO、IAEA，WHO三国際  

機関及びこれらの国際機関の加盟国に対しての助言を行い、③これらの国際  

機関を通じて、食品照射に関する合同専門家委員会及び国際食品規格委員会  

（FAO／WHO合同）に対して情報提供を行う、ことである。加盟国は4  

7カ国あまりに達し、2004年に活動を終了した。活動の成果については、  

データベース化され、IAEAのJoint FAO／IAEADivisionが維持保管してい  

る。  

国際食品照射プロジェクト（IFIP）   

FAO、IAEAが、WHOの助言に従い、1970年に開始したプロジ  

ェクト。わが国を含む24カ国が参加し、世界で行われる動物衰験に統一性  

を持たせるとともに、情報交換の場を設け、さらに、安全性に関する独自の  

委託試験も行われた。1981年、10kGy以下の線量を照射した食品の  

健全性を明らかにして終了した。  

国際埴物防疫条約（IPPC）   

植物の病害虫に対する防除並びにまん延の防止、特に国境を越えての侵入  

の防止に関する国及び国際間の転勤を促進調整することを目的として195  

1年に締結された国際条約。その事務局はFAOに設置されている。【参考3  

－9】  

国連食糧農業機関（FAO）   

国連の専門機関として、1945年10月16日に設立。世界各国の国民  

の栄養水準と生活水準の向上、農業生産性の向上および農村住民の生活条件  

の改善を通じて、貧困と飢餓の緩和を図るキとを目的としている。加盟は1  

88カ国およびEC（2005年11月時点）、本部はローマ（イタリア）。   

FAOホームページ http：／／如Ⅳ．fao．org／  

コーデックス規格の検知法   

コーデックス規格においては、TypeⅡの参照試験法、または、規制や検査  

などの行政目的には有効なTypeⅢの試験法との位置付けで、コーデックス標  

準分析法（GeneralCodex Methods for Detection ofIrradiated Food）に  

・9つの検知法が採択されている。 2003年改定の照射食品に関する一般規  

用4  

－76－   




